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平
成
21
年
５
月
１
日
、
人

事
院
の
臨
時
勧
告
が
行
わ

れ
、
民
間
の
夏
季
一
時
金
の

状
況
を
反
映
す
る
た
め
、
本

年
６
月
期
の
国
家
公
務
員
の

期
末
・
勤
勉
手
当
等
に
関
し

て
、
暫
定
的
に
支
給
月
数
の

一
部
を
凍
結
す

る
措
置
の
実
施

が
閣
議
決
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、

鞍
手
町
は
こ
れ

ま
で
も
国
家
公

務
員
に
準
じ
て

き
た
こ
と
か
ら
、

同
様
に
実
施
す

る
こ
と
に
し
た

も
の
で
す
。

　

今
回
の
改
正

に
よ
り
、
職
員
の
６
月
期
の

期
末
・
勤
勉
手
当
は
、
支
給

月
数
２
・
15
月
分
か
ら
0.2
月

分
を
特
例
措
置
と
し
て
凍
結

さ
れ
る
た
め
、
１
・
95
月
分

と
な
り
ま
す
。

○
個
人
住
民
税
に
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
を
創
設

な
ど〜

町
税
条
例
等
の
一
部
改
正
〜

　

安
心
で
活
力
あ
る
経
済
社

会
の
実
現
に
資
す
る
観
点
か

ら
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る

新
た
な
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
の
創
設
や
、
上
場

株
式
等
の
配
当
等
及
び
譲
渡

所
得
等
に
か
か
る
個
人
住
民

税
の
税
率
の
特
例
措
置
の
延

長
な
ど
を
行
う
た
め
地
方
税

法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
れ
に
伴
っ
て
町
税
条
例

等
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の

で
す
。

○
介
護
納
付
金
課
税
限
度
額

を
10
万
円
に
引
き
上
げ

〜
国
保
税
条
例
の
一
部
改
正
〜

　

介
護
納
付
金
課
税
限
度
額

が
９
万
円
か
ら
10
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
２
割
軽
減
の
適
用

は
申
請
に
よ
っ
て
行
っ
て
き

ま
し
た
が
、
今
後
は
申
請
が

な
く
て
も
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

臨　時　会
平成２１年第２回臨時会が５月２６日に開催され、町長から提案された条例の改正や専
決処分の承認議案など８議案を審議し、いずれも可決・承認しました。

条
例
の
改
正

臨時会本会議

専
決
処
分
の
承
認

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

（
賛
成
10
・
反
対
１
で
承
認
）

（
賛
成
10
・
反
対
１
で
可
決
）

人
事
院
勧
告
に
準
じ
職
員
の

期
末
手
当
等
を
0.2
月
分
凍
結

〜
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
〜

【主な改正点】
＊個人住民税関係では
　① 住宅ローン特別控除の創設
　② 土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設
　③ 上場株式等の配当等に係る３年間の現行税制の 
　 　延長

＊固定資産税関係では
　① 宅地等に係る負担調整措置については、平成 21 
   　年度から平成 23 年度までは現行制度の基本的な
   　仕組を継続

【国民健康保険税　課税限度額の推移】

国民健康
保 険 税 介護納付金 後期高齢者

支援金等 計

平成12年度 530,000 70,000 600,000

平成15年度 530,000 80,000 610,000

平成18年度 530,000 90,000 620,000

平成19年度 560,000 90,000 650,000

平成20年度 470,000 90,000 120,000 680,000

平成21年度 470,000 100,000 120,000 690,000
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○
平
成
20
年
度
一
般
会
計
予

算
を
補
正

　

国
、
県
支
出
金
、
地
方
譲

与
税
及
び
県
交
付
金
、
地

方
交
付
税
等
の
確
定
が
遅

れ
た
こ
と
、
歳
出
の
執
行

残
を
減
額
し
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
１
億
２
７
４
１
万
円

を
減
額
し
、
予
算
総
額
を

63
億
９
１
２
５
万
円
と
し
ま

し
た
。

○
平
成
20
年
度
国
保
会
計
予

算
を
補
正

　

平
成
20
年
度
予
算
に
お
い

て
、
療
養
諸
費
等
が
不
足

し
た
た
め
関
係
予
算
項
目

を
調
整
し
、
予
算
総
額
を

21
億
１
５
９
５
万
円
と
し
ま

し
た
。

○
平
成
20
年
度
下
水
道
会
計

予
算
を
補
正

　

前
納
報
奨
金
が
増
え
た
こ

と
に
よ
る
基
金
繰
入
金
の
追

加
や
一
般
会
計
繰
入
金
の
減

額
、
歳
出
の
執
行
残
を
減
額

し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
関
係

予
算
項
目
を
調
整
し
、
予
算

総
額
を
７
億
５
３
５
８
万
円

と
し
ま
し
た
。

○
平
成
20
年
度
か
ん
が
い
施

設
会
計
予
算
を
補
正

　

平
成
20
年
度
予
算
に
お
い

て
、
事
業
費
の
執
行
残
を
減

額
し
た
こ
と
に
伴
い
関
係
予

算
項
目
を
調
整
、
予
算
総
額

を
５
０
８
７
万
円
と
し
ま
し

た
。

○
平
成
20
年
度
谷
山
池
パ
イ

プ
ラ
イ
ン
水
利
施
設
会
計
予

算
を
補
正

　

平
成
20
年
度
予
算
に
お
い

て
、
歳
出
の
執
行
残
の
減
額
を

行
っ
た
こ
と
に
伴
い
関
係
予

算
項
目
を
調
整
、
予
算
総
額

を
７
４
７
万
円
と
し
ま
し
た
。

　

５
月
12
日
、
町
民
５
名
の

方
に
よ
る
「
公
金
問
題
な
ど

の
早
期
究
明
と
解
決
を
求
め

る
会
」
が
結
成
さ
れ
、
町
長

に
対
し
て
、
横
領
事
件
や
仕

組
債
の
購
入
問
題
に
関
す
る

５
項
目
に
つ
い
て
の
公
開
質

問
状
を
頂
き
ま
し
た
。

　

そ
の
内

容
は
、
１

点
目
は
町

が
元
職
員

を
告
訴
し

て
い
な
い

理
由
、
２

点
目
は
横

領
さ
れ
た

税
金
等
を

公
費
で
補

填
し
た
そ

の
回
収
方

法
、
３
点
目
は
町
民
の
信
頼

回
復
に
向
け
て
の
具
体
的
な

取
り
組
み
、
４
点
目
は
仕
組

債
購
入
に
関
す
る
こ
と
、
５

点
目
は
現
町
長
や
執
行
部
の

責
任
、
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

し
た
。

　

こ
れ
ら
の
回
答
に
つ
い
て

は
、
現
在
事
件
等
が
大
き
く

進
展
し
な
い
中
、
こ
れ
ま
で

議
員
各
位
に
報
告
や
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
範
囲
の
内

容
と
な
り
ま
し
た
が
、
５
月

20
日
、
回
答
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
一
日
も
早
い
全
容

解
明
に
向
け
て
、
警
察
、
弁

護
士
等
と
連
携
協
力
し
て
最

大
限
の
努
力
を
尽
く
し
て
い

ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

（
賛
成
９
・
反
対
２
で
承
認
）

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

行 政 報 告
「公金横領問題などの早期究明と解決を求める会」から提出された公開質問状について、

5月 26日開催された臨時会の冒頭、町長が行政報告を行いました。

公開質問状提出を報じる新聞各紙

下
水
道
工
事
の
状
況

新
北
排
水
機
場




